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○ＪＲ大阪環状線・・・・・・「京橋」南出口徒歩約１０分
　　　　　　　　　　　　　　「大阪城公園」徒歩約１０分

○ＪＲ東西線・・・・・・・・・・「京橋」南出口徒歩約１０分
　　　　　　　　　　　　　　　　「鴫野」徒歩約１５分

○ＪＲおおさか東線・・・・・・・「鴫野」徒歩約１５分

○京阪本線・・・・・・「京橋」徒歩約１５分

○大阪メトロ鶴見緑地線・・・「大阪ビジネスパーク」徒歩約１０分
　　　　　　　　　　　　　　「京橋」徒歩約２０分

○大阪メトロ今里筋線・・・・・「鴫野」徒歩約１５分
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区　分

年　月

一　　般　　講　　習 基 礎 講 習 特 別 講 習

開催回数
受講者数と区分

開催回数 受講者数 開催回数 受講者数
運行管理者 補助者等 計

2 0 1 9 年 5 月 1 59 17 76 0 0 0 0

2019 年 度 累 計 1 59 17 76 0 0 0 0

（2019年５月末現在）◎運行管理者等指導講習業務

区　分

年　月

受　　　　診　　　　者　　　　数

任　　　意 義　　　　　　務
合　　計

一 般 特 別 初 任 適 齢 特定Ⅰ 特定Ⅱ

2 0 1 9 年 5 月 1,194 0 460 43 7 0 1,704

2019 年 度 累 計 2,093 1 957 106 15 0 3,172

（2019年５月末現在）◎適性診断業務

月号7 jul.



大阪府自動車交通事故防止実行会
大 阪 府 警 察 本 部 交 通 部

みなさんのご協力をお願いします
カチッとね　ベルトが守る　その笑顔

７月の安全運転実践目標



● 各年の 12 月末までの確定値

平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年

件 数 2,380 2,342 2,164 2,144 2,000 

死 者 数 24 29 19 21 21 

負 傷 者 数 2,993 2,901 2,666 2,684 2,514 

● 各年の５月末までの確定値

平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年

件 数 891 895 812 744 742

死 者 数 7 9 7 10 6

負 傷 者 数 1,081 1,091 1,002 950 912

● 各年の５月中の確定値

平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年

件 数 174 176 152 140 139

死 者 数 2 1 1 2 1

負 傷 者 数 215 211 208 173 180

事業用貨物自動車の交通事故発生状況

注：�件数は事業用貨物自動車が１当となった事故件数、死傷者数はその事故により生じた
全死傷者数を計上。
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　今回は、大学新卒者の採用に取組んでおられる
丸長運送株式会社の井戸社長にお伺いいたします。
Eカンパニーの認定もうけられ、人材確保にも力を
いれておられるので、そのあたりと社長の経営方針や
プライベートなどもお聞きできればと思います。また、
大学新卒ドライバーの方への直撃インタビューにも
チャレンジしてみます。

●まず、会社の概要からお聞きしてよろしいですか

　設立は　1957年（昭和32年）設立

　従業員数は　グループ全体で128名　
　　　　　　　ドライバーは81名（女性ドライバー2名）

　車両台数は　84台

　車の形は　10ｔ、8ｔ、2ｔ、2ｔユニック1台、軽トラック

　お仕事的にはどのような荷物が

　　　　　　雑貨類（生物以外）、貸し切りだと鋼材

　特色は　�ラベル貼りの内職を含め、全部まとめて出
来るところが強みです。

　　　　　�倉庫の中の作業を増やして展開していくこ
とで売り上げを増やすようにしていきたい。

●朝礼は毎日、実施されているんですか

　そうです。毎日、従業員が交替で前に立って、企業理
念を全員で唱和しています。

●�社長の経営方針の中で社員満足度を高めるとありますが

　会社の業績と社員も、余程個人的に大きなトラブル
を出さなければ年収を崩さないようにしています。社員

の皆さまと一緒に努力して、初めて満足度が高められる
と思っています。
　逆にお客様の満足度が低ければ我々の満足度も低く
なります。そこをリンクさせています。

●次に地域社会への貢献とありますが

　我々の仕事と言
うのは、公共の道
路を使って仕事を
させていただいて
います。そういうこ
とを理解していた
だくために、まず地域で嫌われることのないうよう、最
低限のお付き合いをしています。断れば縁がきれてしま
うので、頼まれればお断りをしない。またお声かけをして
いただけるような立ち位置をとりたいと思っています。
具体的には、会社の周りの掃除をしたり、毎月第3日曜日
の朝市ではうちの取引先が野菜を安く売っています。

●社員とのコミュニケーションはとられていますか

　朝会やミーティング、作業所を覗きに行ったときは声
をかけるようにしていますね。プライベートと仕事は分

我が社の取り組み
Wagasya no Torikumi

4 丸長運送 株式会社

大学新卒者採用の取り組み

（東大阪支部）
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けるようにしています。私の趣味と社員みんなの趣味を
一緒にしてやると可愛そうなので。

●Eカンパニーの認定を受けようとなったきっかけは

　社労士の顧問の先生に紹介されたことがきっかけで
す。人材確保の認証がなかなかありませんが、大阪府が
認証しているので効果はありますね。

●大学生の新卒者の採用

　高卒の場合と違って、大卒者はマイナビやリクナビな
どの就職情報社が主催する会社説明会を何回か開催し
てる中で、実際に企業へエントリーをしていただいて、
ホームページを見ていただいたりしてからそのあと面
接になります。

●大学生の新卒者を採用するきっかけは

　2年ほどまえからの取組みです。会社全体の若返りも
目的です。1つの採用の間口を広げるのが大切かなと思
いました。

●高校新卒者も採用されていますが

　高校生の場合、会社見学は何社でも行けますが面接
は１社しか受けることができません。我が社では、河内
長野市内の高校や松原市など近辺の高校の進路指導
の先生方とコンタクトをとらせていただいており、昨年
から長野北高校からの新卒者が続いて入社していま
す。昨年入社の奥田君は、会社見学は他も行ったみた
いです。その中からうちを選んでくれたので良かったで
す。奥田君の高校の後輩となる鈴木君はこの４月に入
社したのですが、奥田君も鈴木君も免許を取得してす
ぐに入社という形で、免許を取ってすぐにトラックの運
転は無理なので、車の運転に慣れるところからのスター
トということで、軽トラックでの研修から始めています。
　奥田君なんかは既に２ｔ車を運転していますので。

●新卒者の場合は入社するまで免許を取得するように
伝えているのですか

　そうです。入社までに準中型免許を取得してくるよう
に伝えています。

●準中型免許の取得費用はどうしているのですか

　普通免許取得に係る費用と準中型免許の取得費用
の差額を会社負担するようにしています。
　そのあと、ステップアップして中型免許取得時も会社
で負担するようにしています。

●丸長運送では、採用されたら研修期間は

　新卒者については
高校、大学関係なく
本部長が２週間位い
付っきりで座学をおこ
ない、横乗り、軽トラッ
クの研修を経て独り立
ちという流れになりま
す。

●将来的に大型車に乗りたいと答える若いドライバーの
方が多いですが

　うちは、大型が４台ぐらいしかないので、この近辺の
輸送は狭い道も多いので２ｔ車での輸送が多くなりま
す。

●遠いところでは、どの辺りに行かれますか

　静岡が一番遠いですね、固定のお客さんですね。

●社員の方への福利厚生については

　特に悪くはなく満足しているとの声もあります。福利
厚生を良くしていくのはキリがないので、社員の給料体
制を見直していかないといけないと思います。会社を
ガラッと変えるように、今していかなければならないと
思っています。
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●ポジションと打順は

　キャッチャーで４番でしたよ。
　大阪桐蔭の森選手（現西武ライオンズ）とかは寮が横
だったので毎日会ってました。

●丸長運送を一言で表してください

　元気です！最初は不安でしたが、先輩たちが優しく、
仕事を教えてくれて安心です。

●今後の目標ってありますか

　この８月に運行管理者試験を受けるので合格したい
です。将来は運行管理者を目指しています。

●今の物流業界に思うところは

　昔で言う３Kと言うイメージは僕にはないです。物流が
成立しなければ、世の中の殆どのことが回らなくなるので、
それに対しては毎日やりがいを持って仕事をしています。

●将来ドライバーを目指している方へ一言

　幅広い年代の方が働く仲間になります。その中で若
い力がこれからの丸長を作っていきます！
　一緒に楽しく働きましょう。

　野坂さんはこの８月にご結婚される予定です。

●今後の目標は

　資格を取得するために資料を作ったりするのではな
く、普段の運用の上で純粋にクリアしていますよ、と言え
るようにしていきたい。
　ドライバーの負担になっている事務作業（日報や自社
で作っている書類等）を出来るだけ少なくして、実践的
に中身のある資料にしていくよう手を加えていきたい。

新卒者インタビュー

●�大学卒業してすぐに丸長運送に入社されました野坂侑希さ
んを直撃取材してみました

　・1995年生
　・2018年４月入社
　・大阪産業大学卒業

●大学卒業してドライバーに
なった理由は

　もともと電車の運転士にな
りたかったのですが、それは
叶わなかったです。事務所内でのデスクワークとかは自
分には向いてないと思ったので、外で動き回る仕事が
向いていると思ってドライバーを選びました。

●丸長運送を選んだ理由は

　物流関係の仕事に興味があり、その中で自宅からで
も通える範囲内の南大阪をマイナビで探していて、見つ
けたのが丸長運送でした。

　会社説明会で本部長の話を聞いてより興味が深ま
り、そのまま選考に進みました。井戸本部長の人柄にも
惚れてしまいました（笑）

　今の所属先の大﨑所長も面接をしてくれたこともあ
り、仕事のイメージができたこと、若い人たちが会社を
引っ張っているんだなという印象が強く、自分もがんば
り次第では若くても上にいけるんだという期待ができ
たことですね。それもあって合格の連絡をもらってから
結局他は受けなかったですね。

●仕事のやりがいは

　お客様先に訪問したときの「ありがとう」の一言が一
番のやりがいです。

●現在の仕事内容は

　２ｔ車で河内長野市内や大阪狭山市内の配達をし
ています。会社関係が中心です。

●体格がガッチリしていますが、スポーツなんかは

　大阪産業大学附属高校の時に野球をしていました。
　今でも草野球はやっています。

9：00 出発
一日のスタートです。

12：00 午前終了
昼ごはんを食べて、会社へ戻ります。

13：00 荷物の積み込み
午後の荷物を積み込んで出発です。

15：00 集荷

17：00 荷卸

18：30 点呼・退社

野坂さんのある一日

お幸せに♥
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代表取締役社長　井戸清明�氏

◇年齢　67 歳
◇家族構成について　妻と娘 2人、息子１人、孫が１人。
　息子さんというのが、本部長ですか　はいそうです。
◇趣味　詩吟です。大会も出ています。
◇お休みの日は　読書ですかね。本を買うのは嫌いじゃないので。
　奥様と旅行には行かれていますか。
　�妻にもサービスしないといけないので、年に 1回は行くようにし
ています。
◇社長から見て社員を一言でお願いします　大切なパートナーです。

井戸清明社長　profile

●�高校卒業してすぐに丸長運送
に入社されました奥田和希
さんを直撃取材してみました

　・1999年生
　・2018年４月入社
　・長野北高校卒業

●丸長運送を選んだ理由は

　高校を卒業して、自分はなに
がしたいのか分からなくて、進
学せず就職することはぼんやり
と決めていました。しかし、何を
やりたいのかもわからず迷っていたときに、学校の先生
からの勧めも有り、この会社の求人を見て、職場見学に
行ってみました。するとみんな楽しそうに、はきはきとし
ていてこの会社で働いてみたいと思ったからです。

●仕事のやりがいは

　1年の中で忙しい時期はもちろんありますが、そんなと
きは皆が助けてくれるので、焦らず自分のペースで仕事が
できてとてもやりやすいです。毎日仕事の流れはほとんど
同じなので自分にあっていることもあり、とても仕事がやり
やすく、そこにやりがいを感じています。また配達や集荷の
時には、お客様と直接話すことがあって、このお客様と仲
良くなれたなぁと感じたときにもやりがいを感じます。

●現在の仕事内容は

　河内長野市内の配達をしています。個人もあります
が、会社関係が中心です。

8：00 出社・点呼・朝礼
8：30 荷物の積み込み

先輩たちとコミュニケーションを図る場面です。
9：00 出発　一日のスタートです。
12：00 午前終了

昼ごはんを食べて、会社へ戻ります。
13：30 荷物の積み込み

午後の荷物を積み込んで出発です。
15：00 集荷

この時間帯からお客さんの荷物を集
めに行きます。

17：00 荷卸
集荷した荷物をおろして、皆で西濃
運輸へ持ち込む準備をします。

18：30 点呼・退社

奥田さんのある一日

●丸長運送を一言で表してください

　とても働きやすい会社です。先輩
たちがとてもおもしろく、頼もしく助
けてくれます。
　なじみやすく、言いたいこともき
ちんと言える環境が有り、自分には
ぴったりな会社だと思っています。

●将来ドライバーを目指している方へ一言

　これまで自分がしてもらったことや支えてもらったことを
自分がしていけるようにがんばって助けていきたいです！
　どんどん頼ってください。楽しく一緒に仕事をしましょう！

井戸本部長
（井戸社長の長男）

部下からみた社長
　バブルの時期、オイルショック、そしてリーマンショック様々な時代を経て、ここまでの企
業規模にしていったことは純粋にすごいの一言です。
　そうやって成長してくれたのは、時代の変化にいち早く反応し対応してくれたからだと思
います。
　特に運送業界では制服やマナーといった文化が浸透していなかった時代にいち早く導入
し、従業員の皆さんに納得してもらって、お客様との信頼関係をコツコツと築き上げてきた
点。これはいつまでも丸長運送の良さとして受け継いでいきたいと思います。
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第107回 定時総会を開催

挨拶をする
辻　卓史会長

　大阪府トラック協会の第 107 回定時総会が会員
事業者約 350 名の出席のもと、6 月 11 日午後 3 時
から都島区の ｢太閤園｣ で開催され、2018 年度の
事業報告等について審議し、いずれも原案どおり
可決した。
　総会では冒頭、滝口敬介専務理事から会員総数
3,527 社店のうち、委任状出席を含め 1,791 社店の
出席があり、定足数を満たし会議が有効に成立し
た旨の報告が行われた後、議事に先立ち辻 卓史会
長が挨拶を行った（内容は P11 参照）。
　その後、続いて議長を務め、次の議案について
審議し、いずれも原案どおり可決した。
＜議案＞
第１号議案　2018 年度事業報告書の承認について

第２号議案　�2018 年度計算書類（貸借対照表、正
味財産増減計算書等）の承認について

第３号議案　�2018 年度公益目的支出計画実施報告
について

第４号議案　�2019 年度会費の額および納入方法に
ついて

第５号議案　その他
　次に、来賓の祝辞に移り、来賓を代表して近畿
運輸局 八木一夫局長、大阪労働局 井上 真局長、
大阪府 吉村洋文知事（代読・前野祐一商工労働部
中小企業支援室経営支援課長）、大阪府警察本部 
冨田朝昭交通部長よりそれぞれお祝いの言葉とと
もに、行政の立場からの要請などが述べられた。

2018 年度 事業報告など 5 議案を可決

来賓の挨拶をする
近畿運輸局�八木一夫局長
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5 名に永年役員表彰　53 社に会員表彰
　総会の議事に先立って第28回永年役員表彰（5名）
と、第 37 回会員表彰（53 社）が行われ、辻 卓史会長
より表彰状と記念品が贈られ、会場からは大きな
拍手で祝福された。

【第 28回�永年役員表彰・受賞者名簿】
（順不同・敬称略）

尾崎唯彦　　日之出運送株式会社　　東北支部
田中秀和　　株式会社恵和テック　　南大阪支部
川井一巨　　株式会社山中運輸　　　東大阪支部
坂田喜信　　岸本運送株式会社　　　北大阪支部
松堂忠見　　松堂運輸株式会社　　　泉州支部 

【第 37回�会員表彰・受賞者名簿】（順不同・敬称略 )
河北支部（14社）
　 キタブツ建設工業㈱、丸鐘物流㈲、
　 清水物流サービス㈱、㈱美咲ライン、
　 舞州流通センター㈱、三代サービス㈱、
　 共栄運輸㈱、　合同サービス配送㈲、丸敏急配㈲、
　 ㈱中尾サービス、㈱阪神商事、㈲森本梱包、
　 ㈲国見、新三興物流㈱

中央支部（３社）
　 阪南高速運輸㈱、㈱京阪商運、エスエス物流㈱

西支部（１社）
　 ㈱シントー

浪速南支部（１社）
　 ㈱リクサスカーゴ

大正支部（１社）
　 ㈲興陽

東北支部（６社）
　 ㈱黒木商事、㈲丸一、共正コンテナーライン㈱、

㈱成豊、大都建設㈱、㈱植田建設

南大阪支部（１社）
　 ㈱エコトラック

東大阪支部（９社）
　 ミヤザキトランスポート㈱、㈱トーイチ運輸、

㈲徳運送店、㈲中央物流サービス、㈱友井、
　 ㈲オーツープランニング、㈱物流システム、
　 ㈱アイワ、㈲幸重機工業

泉州支部（15社）
　 ㈲マネックス、江口運輸㈱、㈱ロジックナンカイ、

甲安商事㈱、㈲原田運輸、山和㈱、㈲吉岡重機、
㈱トランスポート、㈱ティ・ケーグループタナカ、
㈲イトウ運輸、㈱西條商事、二和運輸㈱、

　 奥野工業㈱、シンエスサービス㈱、
　 ㈱ティ・エイチ・ライン

港支部（２社）
　 ユーライン㈱、㈲関空通運

環境にやさしい運転を…
不要なアイドリングはやめよう。

空ぶかしはやめよう。

急発進・急加速はやめよう。
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歩 歩

歩

挨拶をする
八木一夫近畿運輸局長

平成 30 年度事業報告など 4議案を可決

一般社団法人近畿トラック協会

第 7 回 定 時 総 会

　近畿トラック協会の第 7 回定時総会が 6 月 25 日、
大阪市のホテルグランヴィア大阪で開催され、平
成 30 年度の事業報告等について審議し、いずれも
原案どおり可決した。
　また、任期満了に伴う役員改選では、辻会長（大
阪府トラック協会会長）、5 名の副会長および専務
理事が再選され、新たに副会長 1 名、監事 2 名が
選任された。
　また、当日は来賓として八木一夫近畿運輸局長
をはじめとする行政関係者と、全日本トラック協
会の桝野龍二理事長が臨席した。
　冒頭、事務局から委任状出席を含め、会員総数
49 名のうち、委任状出席を含め 43 名の出席があり、

定数を満たし会議が成立した旨の報告に続いて、
辻 卓史会長が開会の挨拶を述べた。その後、議長
を務め、次の議題について審議し、いずれも原案
どおり承認・決定された。

〔議　題〕
第 1号議案� 平成 30年度事業報告の承認について
第 2号議案� �平成 30 年度計算書類（貸借対照表、

正味財産増減計算書等）の承認につ
いて【監査報告】

第 3 号議案� �2019 年度会費の額および納入方法に
ついて

第 4号議案� 任期満了に伴う役員の改選について

【ヒント】　
黒二子の弱さを気に留めながら、白の眼形を破壊しま
しょう。五分で初段、一〇分で二、三級です。

【ヒント】
手順前後に注意。五分で初段。七手詰。

【問 題】【問 題】
	 7	 6	 5	 4	 3	 2	 1 	
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　この運動は、運輸事業の健全化ならびに貨物輸
送秩序の確立に向けて、トラック事業者自らが過
積載防止対策の徹底を図るために広く荷主・事業
主・府民にアピールするもので、ＰＲ活動初日の
午前 10 時に大阪府トラック総合会館の駐車場に
各単組から参加した 10 台の街頭ＰＲ車が勢揃い
して「出発式」を行った。
　滝口敬介専務理事の挨拶、続いて運輸関係労組
の代表として近畿交運労協 園田龍一トラック部会 
部会長から挨拶が行われた後、「過積 ・ 過労運転を
やめよう」と書いた横断幕を設置した街頭ＰＲ車
は、それぞれのキャンペーン地に向けて出発。Ｐ
Ｒ用のテープを流して過積載防止の呼びかけを行

過積載防止の徹底を図るため街宣車 10 台が
荷主・事業主・府民にアピール！

　市民の皆さま！　ドライバーの皆さま！
　今、飲酒運転による交通死亡事故が多発しており、飲酒運転は重大な交通事故につながります。
飲酒運転は、「絶対にしない」「させない」「許さない」を実行し、街から飲酒運転を撲滅しましょう。
　大阪では貨物車による交差点付近での交通死亡事故が多発しています。貨物自動車を運転中のドライバーの皆さん、交差点
付近ではしっかりと安全確認を行い、歩行者や自転車の巻き込みなどに注意しましょう。
　高速道路では、渋滞している車両に追突する事故が多発しています。過積載や過労運転をなくし、前方の安全をしっかりと
確認しましょう。
　物流の９割を担っている私どもトラック運送業界は、燃料価格高騰により、大変厳しい状況に陥っています。
　コストに見合った適正運賃の確保に皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

●�街頭ＰＲ用テープ�●

過積載防止街頭宣伝ＰＲ活動

うと同時に、主要ターミナルや大型駐車場、荷主
企業周辺事務所においてリーフレットやティッシ
ュペーパーなどを配布しながら、積極的な街頭活
動を展開した。

　運輸関係労組（運輸労連・交通労連・全港湾・建交労）の協力で実施される今年度上期の
「過積載防止街頭宣伝ＰＲ活動」が6月11日から24日まで（日曜を除く12日間）行われた。
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大阪人材確保推進会議 
Ｅカンパニー 28 社を認定

　大阪府が設置する大阪人材確保推進会議が実施

した「ワークアップ計画（第 2 期、3 期）」の全課程

を修了した 28 社がＥカンパニーとして認定された。

　認定式は6月18日、エル・おおさかで開催された。

　なお、今回の認定企業 28 社のうち 8 社が運輸か

らの参加企業であった。

【認定企業（運輸）】（順不同）

・近畿配送サービス株式会社

・株式会社大松土建

・間口陸運株式会社

・株式会社ロード

・信和運輸倉庫株式会社

・株式会社ケイ・ツーネットワーク

・株式会社セイワ運輸

・間口ランドサービス株式会社

　認定式の後、特別セミナーが行われ、E カンパ

ニー第１期認定企業として堀内運送（株）三浦隆志

氏と（株）ユアサデザインルーム 西山博之氏による

パネルディスカッションが行われた。

Ｅカンパニーとは、大阪人材
確保推進会議が認定する、人
材確保のため、時代の変化に
対応し、女性・若者に魅力あ
る職場づくりと、女性・若

者に向けた情報発信・着信に取り組む、熱心で
（Eager）、これからの変化や成長が楽しみで、わ
くわくする（Exciting）、意欲と行動力のあるす
ぐれた（Excellent）、良い（イー）企業。

認定を受けられた皆さま
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2019年度 整備管理者選任後研修

　近畿運輸局大阪運輸支局主催による 2019 年度整
備管理者選任後研修が 6 月 25 日、大阪府トラック
協会研修センターにおいて開催され、会員事業者
の整備管理者ら 200 名が参加した。
　道路運送車両法第 50 条の規定に基づき選任され
た『整備管理者』は、貨物自動車運送事業輸送安
全規則第 15 条で運輸局長の行う「研修」の受講が
義務付けられている。

　研修会では、はじめに主催者を代表して近畿運
輸局大阪運輸支局 検査・整備・保安部門 湯原陸運
技術専門官が挨拶を行った。
　この後研修に入り、湯原陸運技術専門官より「整
備管理の現況」について、（一社）大阪府自動車整
備振興会担当者より「メンテナスの必要性」につ
いてそれぞれ講義が行われ、受講者は車両整備の
重要性をあらためて認識した。

令和元年度 大阪人材確保推進会議に出席

　令和元年度の大阪人材確保推進会議が 6 月 18 日、
エル・おおさかで開催され、当協会からは辻 卓史
会長が出席した。同会議は人材確保に課題を抱え
る業界として製造業・建設業・運輸業のイメージ
アップと雇用促進を目的に平成 28 年度に設置され
たもので、当協会も運輸業の業界団体として参加
している。
　会議では新たに 4 団体（（一社）大阪府自動車整
備振興会、（公財）大阪観光局、国立大学法人大阪
大学、㈱地域経済活性化支援機構）の新規加入と

それに伴う設置要綱の一部改正、平成 30 年度の実
施状況について報告と令和元年度の事業実施計画
が承認された。その中で辻会長からは「昨年度は、
ＨＰ（ホームページ）セミナーや高校生を対象とし
た人材募集」に関するセミナーを開催した。中でも

「仕事フィールドにおいて行っている、就職活動を
している方々に直接アプローチするセミナーを通
じて、2 名の方をトラック業界に迎えられたことは
大変喜ばしいことであった。同様のセミナーをさら
に質を高めた内容にし、成果を上げたい」と述べた。



─  11  ─

第 107回�定時総会挨拶　2019 年 6月 11日

　4月 30 日の天皇陛下の退位、5月 1日の皇太子殿下の即位の儀も滞りなく終わり、新しい元号である「令和」

がスタートいたしました。国民の一人として改めて心からお慶びを申し上げます。

　30 年続いた「平成」の世のキーワードをいくつか挙げますと、「大規模災害の多発」、「バブル経済の崩壊とデ

フレ経済」、｢少子高齢化と人口減少社会の始まり｣、「インターネット・ＩＴ時代の到来」、「グローバル化の進展」、

そして「新興国、特に中国の台頭」等があります。

　中でも自然災害につきましては昨年の総会以降だけでも、6月の最大震度 6弱の大阪府北部地震、そして 7月

に入って記録的な猛暑、豪雨災害、さらに平年より 2倍近い数の台風が来襲しました。その中でも特に 9月 4日

の台風 21 号では、関西国際空港が滑走路の冠水やターミナルビルの浸水により機能停止に陥り、その上、連絡橋

にタンカーが衝突したため一時孤立する事態となり、私たち物流業界も大きな被害を受けました。そして更に、9

月 6日には最大震度 7を記録した北海道胆振東部地震が発生しました。

　災害発生の都度、各都道府県のトラック協会は、全日本トラック協会が掲げる「トラックは生活（くらし）と

経済を支えるライフライン」として、救援物資輸送や人材の派遣等、多大の社会貢献をいたしました。

　私たちは改めて我が国が世界指折りの災害多発国であることを思い知らされると同時に、将来発生が予測され

る大規模災害に備え、今後とも全ト協並びに地元自治体との連携を強化し、「社会的使命」を果たしていく重要性

を再認識いたしました。

　なお、トラック運送業界では「平成」時代のスタトと同時に物流二法が施行され、大幅な「規制緩和」が行わ

れたことにより、事業者数が約 42,000 者から 1.5 倍の約 64,000 者に増加しました。そのため業界は過当競争に陥

り、運賃の安値受注が横行し､結果としてドライバーに対して長時間労働と低賃金という形でしわ寄せが来ました。

　その後、人余りから人手不足、特に若手ドライバ不足と高齢化が厳しい現実となりました。そういったトラッ

ク輸送業界の過酷な現場はマスコミでも採り上げられ、一般社会並びに荷主の理解も徐々に拡大していきました。

　そして 2年前の 11 月、これまで曖昧であった「運賃」と「作業料金」を明確に区分した、「新標準貨物運送約款」

が施行されたのに続き、平成最後の年となった昨年 12 月には、5年間の時限立法で「改正貨物自動車運送事業法」

が成立・公布されました。施行は公布後 1年半以内と定められており、目下、本年 11 月を目途として作業が進め

られております。これにより荷主が果たすべき責任がより明確になると同時に、事業者に対しても決められたル

ルをキッチリ守ることが規定されています。

　なお、厳しさを増すドライバ不足に対応するには、長時間労働・低賃金という作業条件・作業環境を、少なく

とも世間並みに是正することが不可欠です。そのためには原資となる「適正運賃」の収受が前提です。これにつ

きましては「改正貨物自動車運送事業法」の中で「標準的な運賃を 2年以内に告示する」という規定があり、現在、

国交省で鋭意検討が進められています。

　次に長時間労働の是正につきましては、昨年 6月末に「働き方改革関連法案」が成立し、本年 4月 1日から年

間残業時間の上限が規定されました。一般職に関しては、中小企業の場合は来年 4月 1日から適用されます。ト

ラックドライバについては 5年間の猶予の後、2024 年 4 月以降、罰則規定付きで 960 時間が上限となります。

　この法律に準拠するため全ト協は昨年 3月、国土交通大臣宛にアクションプランを提出し、「働き方改革対応検

討本部」を立ち上げました。一方、トラック輸送業界の現状は、厚労省の監査結果（2017 年）によると、労働基

準法違反が約 8割、改善告示違反が約 7割というのが実態です。人手不足の中で労働時間短縮を求められること

になりますが、今後 5年間にどう対応し法律に準拠する状況にするか大きな課題です。　

　以上のような一連の動きに加え、本年 4月 1日から「ホワイト物流推進運動」がスタトしています。この活動

は首相官邸と関係省庁、有識者、荷主団体、労働組合、並びにトラック協会が連携し、今後 5年間に国民や企業

等に対して、深刻化が懸念されるトラック輸送の現状について理解を深め、物流の生産性の向上や、女性や高齢

者を含む多様な人材が活躍出来る働きやすい労働環境の実現を目指す、いわば国民的運動です。現在、国交省主

催によるセミナーが各地で開催されています。そして既に上場企業と主要企業約 6,300 社に参加要請が出されて

おり、積極的な応募が目立っているようです。

　このように政府並びに行政の方でもトラック輸送業界の厳しい現実を直視し、このまま放置すれば我が国の社

会・経済に大きな問題が生じることを十分ご認識いただき、荷主の理解と協力も得ながら様々な施策を講じてい

ただいております。従って後は我々事業者自身が、行政任せで「伝家の宝刀」を授かったような甘えた気分は捨

会員の皆さまへ 辻　　卓　史　
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て、真剣に取り組む「自助努力」が不可欠です。さもなければ必要な人材を確保出来ず、事業の発展どころか維持・

継続すら危ぶまれまる事態となります。

　さて、世界経済は貿易戦争の激化が懸念され、国際機関は成長率並びに貿易量を下方修正しています。一方、

国内の景気は 10 月の消費税 2％引き上げを前にして、このところ現状と先行きに対する見方が分かれています。

外国人訪日客の増加、いわゆるインバウンド効果は続いているものの、本年 1～ 3月期のＧＤＰ成長率が年率 2.2

％を実感している人はあまりいないのではないでしょうか。トラック輸送業界の景況についても、輸送量がやや

伸び悩んでいることから、「少し様相が変わってきた」という慎重な見方も出てきています。依然として人手不足

は厳しく人材確保のコストは上昇、そして軽油価格も高止まりしていますが、相当頑張らないと今までのように

スムズに運賃に転嫁出来ない状況に、少し様相が変わりつつあるように感じます。

　なお、トラック輸送業界の重要な課題の一つとして、「社会的地位の向上」があります。そのためには「事故・

災害の防止」と「法令順守」が是非とも必要です。しかし残念なことですが、相変わらずトラックが絡む悲惨な

事故が絶えません。昨年中に事業用トラックが第一当事者となった交通死亡事故件数のうち、大阪に所属するド

ライバが起こした事故は、前年より 14 件減少したものの 22 件発生し、愛知県と並び全国ワーストという不名誉

な結果となりました。特に交差点での歩行者或いは自転車との事故が多発しています。「あおり運転」や「暴走」、

「過積載」、「飲酒運転」といったことはもってのほかです。ドライバーへの 5Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・しつけ）

を徹底し、「必ずマナを守る」という地道な努力が、事故の防止と業界のイメジアップ、ひいては社会的地位の向

上につながります。是非とも事業者自身が率先して実践していただくようお願い申し上げます。

　なお、このほかトラック輸送業界が今後取り組むべき課題として、ＡＩ（人工知能）による自動化やロボット化、

ICT（情報通信技術）の導入、高速道路料金問題、外国人労働者の活用等々、山積しています。

　当協会本部といたしましては、今後とも ｢安全・改革・貢献｣ をスローガンとして掲げ、関係省庁、並びに地

方自治体と連携を密にするとともに、全日本トラック協会と一体となって、諸問題の解決・改善に努め、私たち

に課せられたライフラインを支える重要な社会的使命を果たす所存ですので、引き続き皆様のお力添えを賜わり

ますようお願い申し上げます。

　なお、本日はご案内のとおり、2018 年度事業報告ならびに事業の収支計算書、公益目的支出計画実施報告等に

ついてご審議賜りたく存じますので、円滑な議事運営にご協力賜わりますようお願い申しあげまして、私の挨拶

とさせていただきます。

近畿トラック協会・第 25回理事会挨拶　2019 年 6月 25日

　さて、トラック運送業界では「平成」時代のスタ－トと同時に物流二法が施行され、大幅な「規制緩和」が行

われたことにより、事業者数が約４２０００者から１．５倍の約６４０００者に増加しました。そのため業界は過

当競争に陥り、運賃の安値受注が横行し､ 結果としてドライバーに対して長時間労働と低賃金という形でしわ寄

せが来ました。

　その後、人余りから人手不足、特に若手ドライバ－不足と高齢化が厳しい現実となりました。そういったトラ

ック輸送業界の過酷な現状はマスコミでも採り上げられ、一般社会並びに荷主の理解も徐々に拡がってきました。

　なお、厳しさを増すドライバ－不足に対応するには、長時間労働・低賃金という作業条件・作業環境を、少な

くとも世間並みに是正することが不可欠です。そのためには原資となる「適正運賃」の収受が不可欠です。

　そういった中、２年前の１１月、これまで曖昧であった「運賃」と「作業料金」を明確に区分した、「新標準貨

物運送約款」が施行されたのに続き、平成最後の年となった昨年１２月には、「改正貨物自動車運送事業法」が成

立・公布されました。法律の規定のうち「適切な安全規則」は恒久的措置として、施行は公布後１年半以内と定

められており、目下、本年１１月施行を目途に作業が進められております。これにより荷主が果たすべき責任が

より明確になると同時に、事業者に対しても決められたル－ルをキッチリ守ることが定められています。一方、「適

正運賃」収受を側面から支援する「標準的運賃」については、５年間の時限措置として公布後２年以内に告示さ

れることになっており、現在、国交省で鋭意検討が進められています。

　次ぎに長時間労働の是正につきましては、昨年６月末に「働き方改革関連法案」が成立し、本年４月１日から

年間残業時間の上限が規定されました。一般職に関しては、中小企業の場合は来年４月１日から適用されます。ト

ラックドライバ－については５年間の猶予の後、２０２４年４月以降、罰則規定付きで９６０時間が上限となります。

　この法律に準拠するため全ト協は昨年３月、国土交通大臣宛にアクションプランを提出し、「働き方改革対応検

討本部」を立ち上げました。一方、トラック輸送業界の現状は、厚労省の監査結果（２０１７年）によると、労

働基準法違反が約８割、改善告示違反が約７割というのが実態です。人手不足の中で労働時間短縮を求められる
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ことになりますが、今後５年間にどう対応し法律に準拠する体制にするか大きな課題です。

　以上のような一連の動きに加え、本年４月１日から「ホワイト物流推進運動」がスタ－トしています。この活

動は首相官邸と関係省庁、有識者、荷主団体、労働組合、並びにトラック協会が連携し、今後５年間に国民や企

業等に対して、深刻化が懸念されるトラック輸送の現状について理解を深め、物流の生産性の向上や、女性や高

齢者を含む多様な人材が活躍出来る働きやすい労働環境の実現を目指す、いわば国民的運動です。現在、国交省

主催によるセミナ一が各地で開催されています。そして既に上場企業と主要企業約６３００社に参加要請が出さ

れており、積極的な応募が目立っているようです。

　また、２０１５年からスタ一トした中央並びに地方における、「トラック輸送における、取引環境・労働時間改

善協議会」も、今後５年間延長されることになりました。このように政府並びに行政の方でもトラック輸送業界

の厳しい現実を直視し、このまま放置すれば我が国の社会・経済に大きな問題が生じることを十分ご認識いただき、

荷主の理解と協力も得ながら様々な施策を講じていただいております。従って後は我々事業者自身が、行政任せ

で「伝家の宝刀」を授かったような甘えた気分は捨て、ドライバ一の作業環境・作業条件の改善に真剣に取り組

むことが不可欠です。さもなければ必要な人材を確保出来ず、事業の発展どころか維持・継続すら危ぶまれまる

事態となります。

　特に労働力の確保につきましては私たち業界自身が率先して取り組むべき課題です。昨年度は、各府県で若年

層に向けたＤＶＤの作成や、行政との連携による教育機関等への働きかけ、さらには中学校・高等学校への出前

授業、各種セミナーの開催など、近畿各府県でも様々な取組みを積極的に推進していただきました。本件につき

ましては各府県で事情が異なり、近畿トラック協会として画一的に取り組むというわけにはまいりませんが、そ

れぞれの取組みをバックアップできるような施策について、知恵を出し合ってまいりたいと考えております。

　また、このところ地政学的リスクにより原油価格が激しく変動しており、この影響についても注視していく必

要があります。全日本トラック協会の調査によりますと、軽油価格は３年間で約４割（約３０円 /ℓ）も上昇してい

ます。トラック運送業の運行コストのうち、燃料費は２割前後と人件費に次ぐ高い比率を占めおり、事業者にとっ

て死活問題です。今後、様々な機会にサーチャージ等、対策の必要性について指摘していきたいと考えております。

　さて、国内の景気は１０月の消費税２％引き上げを前にして、このところ現状と先行きに対する見方が分かれ

ています。外国人訪日客の増加、いわゆるインバウンド効果は続いているものの、本年１～３月期のＧＤＰ成長

率が年率２．２％を実感している人はあまりいないのではないでしょうか。トラック輸送業界の景況についても、

輸送量がやや伸び悩んでいることから、「少し様相が変わってきた」という慎重な見方も出てきています。依然と

して人手不足は厳しく人材確保のコストは上昇、そして軽油価格も高止まりしていますが、相当頑張らないと今

までのようにスム－ズに運賃に転嫁出来ない状況に、少し様相が変わりつつあるように感じます。

　また、トラック運送業界の重要な課題の一つとして、「社会的地位の向上」があります。そのためには「事故防止」

と「法令順守」が是非とも必要でが、残念ながらトラックが第一当事者となる悲惨な事故が絶えません。ドライ

バーへの５Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・しつけ）を徹底し、「必ずマナ－を守る」という地道な努力が、事故防

止と業界のイメ－ジアップにつながります。事業者自身が率先して実践していただくようお願い申しあげます。

　このほかトラック輸送業界が今後取り組むべき課題として、ＡＩ（人工知能）による自動化やロボット化、ICT（情

報通信技術）の導入、高速道路料金問題、外国人労働者の活用等々、山積しています。

　以上のようにトラック輸送業界数々の問題を抱えておりますが、業界が連携を密にし一致団結していけば、必

ずや解決・緩和出来ると信じております。

　なお、大阪では今週末（６月２８・２９日）に日本初のＧ２０サミットが南港咲州・インテックス大阪で開催

されます。そのため今週木曜日から４日間は会場周辺地区においては全ての車両に対し検問が実施されるほか、

府内９つのエリアでの一般道の通行規制並びに、阪神高速道路も早朝から深夜にかけ通行止めなど、極めて厳し

い交通規制が実施されます。近隣の運送事業者にとって多大な影響が避けられません。引き続き関係当局との連

携を密にし、近畿各府県の皆様との情報共有にも努めいく所存です。

　最後に、来年２０２０年１０月８日に、全国トラック運送事業者大会が全日本トラック協会と近畿トラック協

会が共催の下、ご当地大阪で開催（大阪国際会議場）いたします。必ず成功させたいと願っておりますので、皆

様方にもお力添えを賜わりますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。
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「不正改造はあきまへん！！」
7月は「不正改造車排除運動」強化月間です。

　我が国の自動車保有台数は、2018 年 12 月末現在で 8,200 万台を超えており、自動車が国
民生活に欠かせない移動手段となっている一方、交通事故の発生状況は依然として厳しく、ま
た、大気環境については、近年環境基準の達成状況に改善状況がみられるものの、交通量の多
い地域における自動車の排出ガス、騒音等による環境の悪化が深刻な社会問題となっています。
　特に、窓ガラスへの着色フィルムの貼付、誤認を招く灯火の色の変更、土砂等を運搬する
ダンプのリアバンパの切断・取り外し、騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し又は基
準不適合マフラーの装着等の不正改造を施された車両は、国民生活の安全を脅かし、他人に
迷惑をかけるものとして、その排除が求められています。また、大型車の速度抑制装置（ス
ピードリミッター）の解除又は不正な改変等の不正改造が社会的な問題となっており、生活
の安心を確保するためにも、その排除が喫緊の課題となっています。
　国土交通省では、このような状況を改善し、車両の安全確保及び環境保全を図ることによ
り、国民の安全、安心を確実に確保していくため、2019 年度においても、関係省庁、自動
車関係団体等と協力して、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することとし、特
に 7 月を「不正改造車排除強化月間」として一層強力に取り組むこととします。
　皆様もぜひ、この機会に不正改造の防止についての理解を深めていただき、その排除にご
協力下さい。
　詳しい情報はこちらから「www.tenken-seibi.com」
　この期間中、近畿運輸局が中心となって、次のような行事が展開されます。
　①  広報活動の推進
　②　不正改造車を対象とした街頭検査及び指導の実施
　③　不正改造の防止に関する研修会及び講習会の開催
　④　不正改造車に重点をおいた監査及び査察の実施
　⑤　不正改造車に関する情報の収集及び調査
　当協会としても、この運動の趣旨に賛同し、積極的に協力することとしましたので、会員
各位におかれては、特に次の事項に留意され、不正改造車の排除に努めて下さい。

記

① 「不正改造車排除運動」のポスター等は運動期間以降も継続して掲示すること。
② 保安基準に適合する車両を使用すること。
③ �登録後に車両の改造が必要となった場合、自動車整備事業者、自動車販売店に相談し、

正規の手続きを行い、不正な二次架装の防止を徹底すること。
④ �運転者に対し、本運動の主旨、実施事項、不正改造事例、不正改造防止に関する留意事

項等について指導し、不正改造防止の徹底を図るとともに、速度制限装置の不適切な取
り外し及び燃料ポンプの封印の取り外し等によるディーゼル黒煙の悪化の防止、騒音の
増大を招くマフラーの切断・取外し又は基準不適合マフラーの装着についても周知・指
導を行うこと。

⑤ �運動実施責任者を選任するとともに、従業員等の車両を含む所有車両、整備実施体制及
び管理体制等について点検を行うこと。

⑥ 保安基準の緩和車両は保安上の制限（積載物品等の制限）を遵守して使用すること。
⑦ 不正改造車等に関する情報提供・ご相談・お問い合わせは、
　 近畿運輸局� （℡．０６－６９４９－６４５３　不正改造車・黒煙相談窓口）、
　 大阪運輸支局�（℡．０７２－８２２－４３７４　不正改造車・黒煙相談窓口）
　�で受付けています。（受付時間　午前９時～午後５時）

お�知�ら�せ
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不 正 改 造 防 止 自 主 点 検 票 
 

点 検 の 

実 施 日 
    年   月   日 

点 検 の 

実 施 者 

職 責  

氏 名  

事 業 者 名  

事 業 場 名  

点 検 事 項 点 検 内 容 
チ ェ ッ ク 欄 

適 要 改 善 

事業場関係

者の所有車

両等の状況 

不正改造車両の有無 

社用車 無 有（    台） 

従業員車両 無 有（    台） 

販売車両 無 有（    台） 

その他 無 有（    台） 

不正改造防

止について

の事業場内

の管理体制 

事業場における運動実施責任者の選任状況   

社用車、従業員車両及び販売車両の定期的な確認   

不正改造の防止についての従業員に対する教育の

実施状況 
  

休日・深夜等に事業場が無断使用されていないこと

の確認 
  

不正改造の防止についてのユーザーに対するＰＲの

実施 
  

不正改造車

への対応と

措 置 

不正改造車両の整備の依頼があった場合における

不正改造部位の確実な復元等、ユーザーに対する

適切な対応 

  

上記ユーザーが拒否した場合の関係機関に対する

情報提供 
  

ユーザーから不正改造の依頼があった場合の拒否   

注 １．点検実施日現在の状況を確認し、その結果をチェック欄に「レ」で記入して下さい。 

２．点検については、事業場内において定期的に行うことをお奨めします。 



─  16  ─

NPO法人  ヘルスケアネットワーク（OCHIS）からのお知らせ
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近畿共済のページ
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大貨健保のページ
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口数
月額
掛金

加入年数

２口

1,000円

４口

2,000円

６口

3,000円

８口

4,000円

10口

5,000円

20口

10,000円

30口

15,000円

40口

20,000円

60口

30,000円

１年

２

３

４

５

10

20

30

4,100

23,600

35,300

48,000

60,100

121,100

253,200

391,600

8,200

47,200

70,600

96,000

120,200

242,200

506,400

783,200

12,300

70,800

105,900

144,000

180,300

363,300

759,600

1,174,800

16,400

94,400

141,200

192,000

240,400

484,400

1,012,800

1,566,400

20,500

118,000

176,500

240,000

300,500

605,500

1,266,000

1,958,000

41,000

236,000

353,000

480,000

601,000

1,211,000

2,532,000

3,916,000

61,500

354,000

529,500

720,000

901,500

1,816,500

3,798,000

5,874,000

82,000

472,000

706,000

960,000

1,202,000

2,422,000

5,064,000

7,832,000

123,000

708,000

1,059,000

1,440,000

1,803,000

3,633,000

7,596,000

11,748,000

【特定退職金共済制度について】

〒536－0014 大阪市城東区鴫野西２丁目11番２号

        　　電　話　０６－６９６５－２２３０

        　　ＦＡＸ　０６－６９６５－２２３１

　住友生命保険相互会社(64.3％）[事務幹事]
　日本生命保険相互会社(31.2％）
　明治安田生命保険相互会社(4.5％）
委託保険会社は、各ご加入者の加入金額のうち、それぞれの
委託割合（平成14年７月４日現在）による保険契約上の責任
を負います。(委託会社および委託割合は変更されることがあります｡）

大貨特退共のページ
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詰
め
将
棋
【
解
答
】

詰
め
囲
碁
【
解
答
】

学校法人行吉学園 発行
神戸女子大学・神戸女子短期大学食物研究会�編集

「食物と健康」No.157 より掲載
http://www.yg.kobe-wu.ac.jp

今月の
「 Let's Try

 Cooking 
1. 2. 3 」

14
3

a
b 2

5

【
解
答
】
黒
先
白
死

　

手
順
に
よ
っ
て
は
白
に
粘
り
の
余
地
を
与
え
る
の
で
注
意
が

必
要
で
す
。

　

黒
１
の
切
り
が
眼
形
を
破
壊
す
る
急
所
の
一
撃
で
す
。
白
２

の
抵
抗
に
は
、
黒
３
以
下
５
と
手
際
よ
く
追
及
し
て
白
を
仕
留

め
ま
す
。

　

手
順
中
白
２
を
ａ
な

ら
、
黒
２
、
白
ｂ
、
黒

４
で
白
死
。

　

初
手
を
黒
３
は
手
順

前
後
で
す
。
白
５
、
黒

ａ
、
白
２
か
ら
コ
ウ
で
粘

る
余
地
を
与
え
、
黒
失

敗
で
す
。
初
手
を
黒
５

は
軽
率
で
す
。
白
３
、

黒
ａ
、
白
４
、
黒
２
、
白

１
ま
で
巧
み
に
生
き
ら

れ
、
黒
失
敗
で
す
。

【
正
解
手
順
】

２
三
金　

同
馬

４
二
角
成

３
四
玉

２
四
金　

同
馬

４
三
馬

【
解
説
】

　

初
手
４
二
角
成

は
同
馬
、
２
三
金
、

３
四
玉
、
２
四
金

打
、
同
馬
で
詰
ま

な
い
。

玉馬 馬

桂

歩
歩

歩歩

	1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

	

十
一	

十
二	

十
三	

十
四	

十
五	

十
六	

十
七	

十
八	

十
九

〈詰め上がり図〉
	 7	 6	 5	 4	 3	 2	 1  

一 

二 

三 

四 

五 

六 

七
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スタンド平均 ローリー平均 カード平均
105.66 100.23 108.52

■単純集計表

元売別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
Ｊ X T G エ ネ ル ギ ー 98.33 101.75 110.94
出 光 110.83 101.74 104.98
昭 和 シ ェ ル 125.00 101.19 106.00
エクソンモービル
キ グ ナ ス 100.90
コ ス モ 106.93 96.11 110.13
そ の 他 104.33 100.99 107.88

■元売別集計表

月間購入量別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
3 0キロリットル未満 105.47 99.99 109.20
30～50キロリットル未満 104.90 100.53 102.11
50～100キロリットル未満 109.50 101.00 106.63
10 0キロリットル以上 100.90

■月間購入量別集計表

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30日未満 111.00 101.28 109.30
30～60日未満 103.68 99.02 108.20
60日以上 110.00 104.83 109.07

■支払期限別集計表

近畿地区軽油価格調査集計表（2019年５月分）
全ト協調べ

※消費税抜き価格です

大ト協調べ
軽油「元売別」購入価格表（1ℓ当たり）

（2019年５月度）
※消費税抜き価格です

項目

元売別
ス　タ　ン　ド　買　い ロ　ー　リ　ー　買　い

  平均（円）   最低（円）   平均（円）   最低（円）
エ ネ オ ス 112. 0 101. 2 99. 5 73. 4
出 光 109. 1 103. 2 101. 7 98. 5
昭 和 シ ェ ル 112. 8 110. 0 100. 8 99. 4
モ ー ビ ル
エ ッ ソ 101. 4 100. 9
ゼ ネ ラ ル 100. 8 99. 7
キ グ ナ ス
コ ス モ 110. 9 104. 9 99. 9 98. 0
そ の 他 107. 0 102. 0 101. 8 99. 0
全 　 　 　 社 （加重平均値）110. 5 （最低価格）101. 2 （加重平均値）100. 7 （最低価格）73. 4

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
2019年１月 104.68 92.25 99.55
2019年２月 103.30 94.27 101.38
2019年３月 104.20 96.66 104.12 
2019年４月 106.81 99.63 106.88
2019年５月 105.66 100.23 108.52

■軽油価格推移表

増･減車区分
事　　　前　　　届　　　出

件　　　　数 台　　　　数
３月 ４月 ５月 ３月 ４月 ５月

特別積合せ
増　　車 33 26 25 66 47  59
減　　車 37 19 20 89 33 44 

一　　　般
増　　車 （13）868 （6）662 （14）617 （75）1,413 （26）1,090 （57）1,141 
減　　車 807 584 575 1,216 1,048 966

特　　　定
増　　車
減　　車

合　　　計
増　　車 （13）901 （6）688 （14）642 （75）1,479 （26）1,137 （57）1,200
減　　車 844 603 595 1,305 1,081 1,010

※ （  　） 新規許可内数（大阪運輸支局調べ）

（最近３カ月）府下営業用トラック増・減車状況





大阪府自動車交通事故防止実行会
大 阪 府 警 察 本 部 交 通 部

みなさんのご協力をお願いします
カチッとね　ベルトが守る　その笑顔

７月の安全運転実践目標



● 各年の12月末までの確定値

平成26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年

件 数 2,380 2,342 2,164 2,144 2,000 

死 者 数 24 29 19 21 21 

負 傷 者 数 2,993 2,901 2,666 2,684 2,514 

● 各年の５月末までの確定値

平成27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年

件 数 891 895 812 744 742

死 者 数 7 9 7 10 6

負 傷 者 数 1,081 1,091 1,002 950 912

● 各年の５月中の確定値

平成27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年

件 数 174 176 152 140 139

死 者 数 2 1 1 2 1

負 傷 者 数 215 211 208 173 180

事業用貨物自動車の交通事故発生状況

注： 件数は事業用貨物自動車が１当となった事故件数、死傷者数はその事故により生じた
全死傷者数を計上。
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大阪府トラック協会 2019年度　定期健康診断受診票
事業所名 会員番号

※上記太枠内のみご記入ください。

氏 　 名

会社住所

フ リ ガ ナ

受 診 日

身 　 長 血 　 液

心 電 図

撮 影 日

胸部 X線

撮 影 日

体 　 重

裸眼　（矯正）

1000 Hz

4000 Hz

1000 Hz

4000 Hz

1 回目

2回目

糖

蛋　白

生理中

1. (-)   2. (±)   3. (+)   4. (2+)   5. (3+)

1. (-)   2. (±)   3. (+)   4. (2+)   5. (3+)

    　　　1. はい　　　2. いいえ

1. 所見なし　　　　2. 所見あり

1. 所見なし　　　　2. 所見あり

1. 所見なし　　　　2. 所見あり

1. 所見なし　　　　2. 所見あり

検  査  項  目

検 査 方 法 オ ー ジ オ

今   回   値 今   回   値検  査  項  目

裸眼　（矯正）

腹 　 囲

（㎝）

（㎏）

（㎝）

食後時間受診番号

性 別 生 年 月 日

男 女

直　・　間　・　デ　

時間・

（ ）

（ ）

（ ）

身

体

計

測

視

力

聴
　
力

診

察尿
検
査

血
　
圧

右

右

左

左

(mmHg)

No.

No.

No.

1. 異常なし

診察医

2. 不整脈

3. 結膜貧血様

4. 甲状腺腫

5. 心音異常

6. 呼吸音異常

7. 皮膚疾患

8. その他

㎝

㎝

㎏

問診事項

自覚症状

既往歴・現病歴

《女性のみお答えください》 

太枠の部分のみご記入ください。当てはまるものがあれば、○を入れてください。

自覚症状があれば、○を入れてください。

下の一覧の中に、現在治療中の病気または、これまでにかかった病気がありますか。
病気にかかった年齢及び、病気の経過を1-4 の中から選び、記入してください。

特になし 
疲れがひどい 
めまいがする 
頭痛がする 
肩がこる 
腰が痛む 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

脈がとぶ 
動悸がする 
手足がむくむ 
耳鳴りがする 
その他（　　　　　　　） 

7.
8.
9.
10.
99.

経過 1 治　療　中 2 経過観察中 3 放　置　中 4 治　癒

特になし
高血圧症 
糖尿病
脂質異常症
痛風・高尿酸血症
脳梗塞

1.
2.
3.
4.
5.
6.

年齢 経過

胃潰瘍
十二指腸潰瘍
気管支喘息 
肺結核（肺浸潤）
心筋梗塞 

7.
8.
9.
10.
11.

年齢 経過

狭心症
不整脈
胆石
脂肪肝
B型肝炎

12.
13.
14.
15.
16.

年齢 経過

C型肝炎
尿路結石症 
前立腺肥大 
子宮筋腫
その他（　　　　）
その他（　　　　）  

17.
18.
19.
20.
98.
99.

年齢 経過

生理中 
妊娠中 
妊娠の疑いがある 

※妊娠中、妊娠の疑いがある方は
　レントゲン不可となります。

21.
22.
23.

1～3．　現在、aからcの薬の使用の有無
 1. a:血圧を下げる薬
 2. b:血糖を下げる薬またはインスリン注射
 3. c:コレステロールや中性脂肪を下げる薬

 4．　医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっていると言われたり、治療を受けたことがありますか。

 5．　医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっていると言われたり、治療を受けたことがありますか。

 6．　医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっていると言われたり、治療（人工透析など）を受けたことがある。

 7．　医師から、貧血と言われたことがある。

 8．　現在、たばこを習慣的に吸っている。　　　（６ヶ月以上又は合計100 本以上吸っており、最近１ヶ月間も吸っている）　

 9．　20歳の時の体重から10kg以上増加している。

10．　1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している。

11．　日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している。

12．　ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。

13．　食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。

1 ： 何でもかんで食べることができる 　2 ： 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある 　3 ： ほとんどかめない

14．　人と比較して、食べる速度は？

15．　就寝前の2時間以内に夕食を取ることが週に3回以上ある。

16．　朝昼夕の３食以外に、間食や甘い飲み物を摂取する頻度は？ 

17．　朝食を抜くことが週に３回以上ある。 

18．　お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度は？ 

19．　飲酒日の1日当たりの飲酒量は？

20．　睡眠で休養が十分とれている。 

21．　運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか？

22．　生活習慣病の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか？   

1：改善するつもりはない 2：改善するつもりである(概ね6ヶ月以内) 3：近いうちに(概ね1ヶ月以内)・少しずつ始めている
4：既に改善に取り組んでいる(6ヶ月未満) 5：既に改善に取り組んでいる(6ヶ月以上)

日本酒１合（１８０ｍｌ）の目安：ビール５００ｍｌ、（焼酎２５度／１１０ｍｌ）、ウイスキーダブル１杯（６０ｍｌ）、ワイン２杯（２４０ｍｌ） 

1：はい　　2：いいえ
1：はい　　2：いいえ
1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：速い　　2：ふつう　　3：遅い

1：はい　　2：いいえ

1：毎日　　2：時々　　3：ほとんど摂取しない

1：はい　　2：いいえ

1：毎日　　　2：時々　　　3：ほとんど飲まない（飲めない）

1：1合未満　　　　2：1～2合未満　　　　3：2～3合未満　　　　4：3合以上

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ



（102－1）

通　報 大ト協第 1 0 2 号
２０１９年７月

各 　 　 　 位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　辻　　卓　史

２０１９年度『引越講習』の開催について 



（102－2）



（102－3）



（102－4）



（102－5）



（102－6）



（109－1）

通　報 大ト協第 1 0 9 号
２０１９年７月

各 　 　 　 位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　辻　　卓　史

2019年度初任運転者特別講習の開催について 
（ご案内） 



（109－2）



（109－3）



（111－1）

通　報 大ト協第 1 1 1 号
２０１９年７月

会　員　各　位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　辻　　卓　史



（111－2）



（111－3）



（111－4）



（111－5）



（111－6）



（111－7）



（111－8）



（111－9）



（111－10）
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大阪府トラック協会 2019年度　定期健康診断受診票
事業所名 会員番号

※上記太枠内のみご記入ください。

氏 　 名

会社住所

フ リ ガ ナ

受 診 日

身 　 長 血 　 液

心 電 図

撮 影 日

胸部 X線

撮 影 日

体 　 重

裸眼　（矯正）

1000 Hz

4000 Hz

1000 Hz

4000 Hz

1 回目

2回目

糖

蛋　白

生理中

1. (-)   2. (±)   3. (+)   4. (2+)   5. (3+)

1. (-)   2. (±)   3. (+)   4. (2+)   5. (3+)

    　　　1. はい　　　2. いいえ

1. 所見なし　　　　2. 所見あり

1. 所見なし　　　　2. 所見あり

1. 所見なし　　　　2. 所見あり

1. 所見なし　　　　2. 所見あり

検  査  項  目

検 査 方 法 オ ー ジ オ

今   回   値 今   回   値検  査  項  目

裸眼　（矯正）

腹 　 囲

（㎝）

（㎏）

（㎝）

食後時間受診番号

性 別 生 年 月 日

男 女

直　・　間　・　デ　

時間・

（ ）

（ ）

（ ）

身

体

計

測

視

力

聴

　 力

診

察尿
検
査

血

　 圧

右

右

左

左

(mmHg)

No.

No.

No.

1. 異常なし

診察医

2. 不整脈

3. 結膜貧血様

4. 甲状腺腫

5. 心音異常

6. 呼吸音異常

7. 皮膚疾患

8. その他

㎝

㎝

㎏

問診事項

自覚症状

既往歴・現病歴

《女性のみお答えください》 

太枠の部分のみご記入ください。当てはまるものがあれば、○を入れてください。

自覚症状があれば、○を入れてください。

下の一覧の中に、現在治療中の病気または、これまでにかかった病気がありますか。
病気にかかった年齢及び、病気の経過を1-4 の中から選び、記入してください。

特になし 
疲れがひどい 
めまいがする 
頭痛がする 
肩がこる 
腰が痛む 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

脈がとぶ 
動悸がする 
手足がむくむ 
耳鳴りがする 
その他（　　　　　　　） 

7.
8.
9.
10.
99.

経過 1 治　療　中 2 経過観察中 3 放　置　中 4 治　癒

特になし
高血圧症 
糖尿病
脂質異常症
痛風・高尿酸血症
脳梗塞

1.
2.
3.
4.
5.
6.

年齢 経過

胃潰瘍
十二指腸潰瘍
気管支喘息 
肺結核（肺浸潤）
心筋梗塞 

7.
8.
9.
10.
11.

年齢 経過

狭心症
不整脈
胆石
脂肪肝
B型肝炎

12.
13.
14.
15.
16.

年齢 経過

C型肝炎
尿路結石症 
前立腺肥大 
子宮筋腫
その他（　　　　）
その他（　　　　）  

17.
18.
19.
20.
98.
99.

年齢 経過

生理中 
妊娠中 
妊娠の疑いがある 

※妊娠中、妊娠の疑いがある方は
　レントゲン不可となります。

21.
22.
23.

1～3．　現在、aからcの薬の使用の有無
 1. a:血圧を下げる薬
 2. b:血糖を下げる薬またはインスリン注射
 3. c:コレステロールや中性脂肪を下げる薬

 4．　医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっていると言われたり、治療を受けたことがありますか。

 5．　医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっていると言われたり、治療を受けたことがありますか。

 6．　医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっていると言われたり、治療（人工透析など）を受けたことがある。

 7．　医師から、貧血と言われたことがある。

 8．　現在、たばこを習慣的に吸っている。　　　（６ヶ月以上又は合計100 本以上吸っており、最近１ヶ月間も吸っている）　

 9．　20歳の時の体重から10kg以上増加している。

10．　1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している。

11．　日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している。

12．　ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。

13．　食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。

1 ： 何でもかんで食べることができる 　2 ： 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある 　3 ： ほとんどかめない

14．　人と比較して、食べる速度は？

15．　就寝前の2時間以内に夕食を取ることが週に3回以上ある。

16．　朝昼夕の３食以外に、間食や甘い飲み物を摂取する頻度は？ 

17．　朝食を抜くことが週に３回以上ある。 

18．　お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度は？ 

19．　飲酒日の1日当たりの飲酒量は？

20．　睡眠で休養が十分とれている。 

21．　運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか？

22．　生活習慣病の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか？   

1：改善するつもりはない 2：改善するつもりである(概ね6ヶ月以内) 3：近いうちに(概ね1ヶ月以内)・少しずつ始めている
4：既に改善に取り組んでいる(6ヶ月未満) 5：既に改善に取り組んでいる(6ヶ月以上)

日本酒１合（１８０ｍｌ）の目安：ビール５００ｍｌ、（焼酎２５度／１１０ｍｌ）、ウイスキーダブル１杯（６０ｍｌ）、ワイン２杯（２４０ｍｌ） 

1：はい　　2：いいえ
1：はい　　2：いいえ
1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ

1：速い　　2：ふつう　　3：遅い

1：はい　　2：いいえ

1：毎日　　2：時々　　3：ほとんど摂取しない

1：はい　　2：いいえ

1：毎日　　　2：時々　　　3：ほとんど飲まない（飲めない）

1：1合未満　　　　2：1～2合未満　　　　3：2～3合未満　　　　4：3合以上

1：はい　　2：いいえ

1：はい　　2：いいえ



（111－11）



（112－1）

通　報 大ト協第 1 1 2 号
２０１９年７月

各 　 　 　 位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　辻　　卓　史

過労死等防止・健康起因事故防止対策セミナーの開催について 

（ ご 案 内 ） 



（112－2）



（113 －1）

通　報 大ト協第 1 1 3 号
２０１９年７月

各 　 　 　 位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　辻　　卓　史

堺自動車教習所における「適性（一般）診断」 
受診料助成について 
（ ご 案 内 ） 

 



（113 －2）



（115－1）

通　報 大ト協第 1 1 5 号
２０１９年７月

会 　 　 員 　 殿

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

 第１０７回定時総会議事録について 



（115－2）

辻 卓史

辻 卓史



（115－3）

辻



（115－4）

辻  



（8－1）

陸災防通報 陸災防大第８号
２０１９年６月

会 　 員 　 各 　 位
大阪労働局長・登録教習機関第３号
登録満了日：２０２４年３月３０日
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　中　原　 　毅

「はい作業主任者」技能講習の開催（ご案内） 



（8－2）



（8－3）



（９－1）

陸災防通報 陸災防大第９号
２０１９年６月

会 　 員 　 各 　 位

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　中　原　 　毅

「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」ならびに「積卸し作業指揮者」
安全教育講習会の開催について（ご案内） 



（９－2）



（10－1）

陸災防通報 陸災防大第10号
２０１９年６月

会 　 員 　 各 　 位

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　中　原　 　毅

労働災害防止セミナー（ご案内） 

～ 事故事例に見る法令違反と事業者責任 ～ 



（10－2）



（20－1）

陸災防通報 陸災防大第20号
２０１９年 ７月

会 　 員 　 各 　 位
大阪労働局長・登録教習機関第３号
登録満了日：２０１９年１２月２４日
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　中　原　 　毅

「安全衛生推進者養成講習」 開催のご案内 
 



（20－2）



（20－3）



（22－1）

陸災防通報 陸災防大第22号
２０１９年７月

会 　 員 　 各 　 位

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　中　原　 　毅

交通労働災害防止担当管理者教育講習会 開催のご案内 



（22－2）



陸災防通報
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